
平成３０年度第２回

本庄市都市計画審議会

議案書

平成３１年３月２８日（木）

本庄市役所 ５０４会議室



目 次

議案第２号 児玉都市計画道路の変更（本庄市決定）

計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

理由書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

新旧対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

総括図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

計画図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

議案第３号 児玉都市計画用途地域の変更（本庄市決定）

計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

新旧対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

計画書（児玉都市計画区域） ・・・・・・・・・・・ ８

理由書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

総括図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

計画図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１



１．都市計画道路中３・４・３号役場前通線ほか１路線を次のように変更する。

区域

番号 路線名 起点 終点
主な

経過地
延長

構造
形式

車線
の数

幅員

地表式の
区間にお
ける鉄道
等の交差
の構造

3・4・3 役場前通線 本庄市 本庄市 本庄市 約 地表式 16ｍ

児玉町 児玉町 児玉町児玉 1,550m

八幡山 児玉南1丁目 字新町

字城下

本庄市 本庄市 約750ｍ 2車線 16ｍ

児玉町 児玉町児玉

八幡山 字新町

字城下

本庄市 本庄市 約800ｍ 16ｍ

児玉町児玉 児玉町

字新町 児玉南1丁目

3・4・6 駅前通線 本庄市 本庄市 本庄市 約610m 地表式 18ｍ

児玉町児玉 児玉町児玉 児玉町児玉

字外並木 字町後西 字上町

本庄市 本庄市 約360ｍ 18ｍ

児玉町児玉 児玉町児玉

字外並木 字上町

本庄市 本庄市 約250ｍ 2車線 14ｍ

児玉町児玉 児玉町児玉

字上町 字町後西

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

理由

児玉都市計画道路の変更（本庄市決定）

名称 位置 構造

車線の数の内訳

車線の数の内訳

種別 備考

幹線街路
と平面交
差４箇所

幹線街路
と平面交
差２箇所

幹
線
街
路

　埼玉県が定めた「都市計画道路の検証・見直し指針」（平成２５年６月）に基づき、社会状
況の変化等を踏まえて都市計画道路の検証を行った結果、３・４・６号駅前通線について、一
部区間の線形及び幅員を変更するものです。
　また、この線形変更で３・４・３号役場前通線との交差位置が北側にずれることにより、
３・４・３号役場前通線における右折車線設置のための拡幅部を変更するものです。
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Ⅰ.児玉都市計画区域における位置等

【３・４・３号役場前通線】

【３・４・６号駅前通線】

Ⅱ.変更理由

Ⅲ.変更の内容

名　称 延　長 車線数 幅　員 変更内容

括弧内は変更前を示す。

Ⅳ.関連する都市計画

本都市計画道路の変更にあわせ、以下の都市計画を変更する予定です。

・用途地域（本庄市決定）

理　由　書

　本理由書は、都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７条第１
項の規定に基づき、児玉都市計画道路の変更についての理由を示したものです。

　児玉都市計画区域は、都心から約80ｋｍ圏、埼玉県の北西部に位置しています。
　また、児玉都市計画区域に含まれる土地の区域は、美里町及び上里町の行政区域の
全域並びに本庄市及び神川町の行政区域の一部です。

　本路線は、３・４・４号八幡山通線を起点として、３・４・１号環状一号線に至る
延長約１，５５０ｍ、幅員１６ｍの幹線街路です。

　本路線は、ＪＲ八高線児玉駅を起点とし、３・４・３号役場前通線に至る延長約６
００ｍ、幅員１８ｍの幹線街路です。

　埼玉県が定めた「都市計画道路の検証・見直し指針」（平成２５年６月）に基づ
き、社会状況の変化等を踏まえて都市計画道路の検証を行った結果、３・４・６号駅
前通線について、一部区間の線形及び幅員を変更するものです。
　また、この線形変更で３・４・３号役場前通線との交差位置が北側にずれることに
より、３・４・３号役場前通線における右折車線設置のための拡幅部を変更するもの
です。

３・４・３号役場前通線 約1,550ｍ － 16ｍ
・交差位置移動による右折車線設
置のための拡幅部の変更
・一部区間の車線数の決定

３・４・６号駅前通線
約610ｍ

－ 18ｍ

・一部区間の線形変更
・延長の変更
・一部区間の幅員変更
・一部区間の車線数の決定

(約600m)
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区域

番号 路線名 起点 終点
主な

経過地
延長

構造
形式

車線
の数

幅員

地表式の区
間における
鉄道等との
交差の構造

3・4・3 役場前通線 本庄市 本庄市 本庄市 地表式 16ｍ

児玉町 児玉町 児玉町児玉

八幡山 児玉南1丁目 字新町

字城下

本庄市 本庄市 約750ｍ 2車線 16ｍ

児玉町 児玉町児玉

八幡山 字新町

字城下

本庄市 本庄市 約800ｍ 16ｍ

児玉町児玉 児玉町

字新町 児玉南1丁目

3・4・3 役場前通線 児玉町 児玉町 児玉町 地表式 16ｍ

大字八幡山 大字金屋 大字八幡山

字城下 字南 大字児玉

大字金屋

3・4・6 駅前通線 本庄市 本庄市 本庄市 約610m 地表式 18ｍ

児玉町児玉 児玉町児玉 児玉町児玉

字外並木 字町後西 字上町

本庄市 本庄市 約360ｍ 18ｍ

児玉町児玉 児玉町児玉

字外並木 字上町

本庄市 本庄市 約250ｍ 2車線 14ｍ

児玉町児玉 児玉町児玉

字上町 字町後西

3・4・6 駅前通線 児玉町 児玉町 児玉町 約600m 地表式 18ｍ

大字児玉 大字児玉 大字児玉

字外並木 字町後西

新旧対照表

名称 位置 構造

車線の数の内訳

車線の数の内訳

種
別

備考

約
1,550m

幹線街路と
平面交差４
箇所

旧

幹
線
街
路

約
1,550m

幹線街路と
平面交差４
箇所

幹線街路と
平面交差２
箇所

旧

幹
線
街
路

幹線街路と
平面交差２
箇所

新

幹
線
街
路

新

幹
線
街
路
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議案第２号　児玉都市計画道路の変更　総括図

4



議案第２号　児玉都市計画道路の変更　計画図

標準部

交差点部

３
・
４
・
３
号

役
場
前
通
線
（１
６
・
０
ｍ
）

３　・　４　・６号　駅前通線（１８．０ｍ）

児玉駅　→

国
道
４
６
２
号

（
３
・
４
・
２
号
中
央
通
線
）

雉岡城跡

標準部

交差点部

役場前通線

横断面

駅前通線

横断面

②（表）
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児玉都市計画用途地域の変更（本庄市決定）

都市計画用途地域を次のように変更する。

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」

※：建築基準法の規定による。

理由 都市計画道路の右折車線設置のための拡幅部の変更にあわせ、沿道の用途地域を変更する。

本庄市

種 類 面 積
建築物の

容積率

建築物の

建蔽率

外壁の

後退距離

の限度

建築物の

敷地面積の

最低限度

建築物の

高さの

限度

備 考

第一種低層住居

専 用 地 域

小 計

約 27.2ha

約 27.2ha

8/10以下 4/10以下 － － 10ｍ 約 7.6％

約 7.6％

第一種中高層住居

専 用 地 域

小 計

約 77.5ha

約 77.5ha

20/10以下 6/10以下 － 約21.6％

約21.6％

第一種住居地域

小 計

約101.9ha

約101.9ha

20/10以下 6/10以下 － 約28.4％

約28.4％

近 隣 商 業 地 域

小 計

約 10.2ha

約 10.2ha

20/10以下 8/10以下 － 約 2.8％

約 2.8％

商 業 地 域

小 計

約 7.1ha

約 7.1ha

40/10以下 (8/10以下)

※

－ 約 2.0％

約 2.0％

準 工 業 地 域

小 計

約100.1ha

約100.1ha

20/10以下 6/10以下 － 約27.9％

約27.9％

工 業 専 用 地 域

小 計

約 34.6ha

約 34.6ha

20/10以下 6/10以下 － 約 9.7％

約 9.7％

合 計 約358.6ha 100 ％

変更告示年月日

平成 年 月 日
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児玉都市計画用途地域の新旧対照表

※変更後、第一種中高層住居専用地域は約 60㎡面積減少、第一種住居地域は約 60㎡面積増加

本庄市

新 旧

種 類
建築物の

容積率

建築物の

建蔽率

外壁の

後退距離

の限度

建築物の

敷地面積の

最低限度

建築物

の高さ

の限度

面 積 摘要 面 積 摘要

第 一 種 低 層

住居専用地域
8/10以下 4/10以下 － － 10ｍ 約 27.2ha 約 7.6％ 約 27.2ha 約 7.6％

小計 約 27.2ha 約 7.6％ 約 27.2ha 約 7.6％

第一種中高層

住居専用地域
20/10以下 6/10以下 － 約 77.5ha 約21.6％ 約 77.5ha 約21.6％

小計 約 77.5ha 約21.6％ 約 77.5ha 約21.6％

第一種住居地域 20/10以下 6/10以下 － 約101.9ha 約28.4％ 約101.9ha 約28.4％

小計 約101.9ha 約28.4％ 約101.9ha 約28.4％

近隣商業地域 20/10以下 8/10以下 － 約 10.2ha 約 2.8％ 約 10.2ha 約 2.8％

小計 約 10.2ha 約 2.8％ 約 10.2ha 約 2.8％

商 業 地 域 40/10以下 8/10以下 － 約 7.1ha 約 2.0％ 約 7.1ha 約 2.0％

小計 約 7.1ha 約 2.0％ 約 7.1ha 約 2.0％

準 工 業 地 域 20/10以下 6/10以下 － 約100.1ha 約27.9％ 約100.1ha 約27.9％

小計 約100.1ha 約27.9％ 約100.1ha 約27.9％

工業専用地域 20/10以下 6/10以下 － 約 34.6ha 約 9.7％ 約 34.6ha 約 9.7％

小計 約 34.6ha 約 9.7％ 約 34.6ha 約 9.7％

合 計 約358.6ha 100 ％ 約358.6ha 100 ％
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児玉都市計画用途地域の変更（本庄市決定）

都市計画用途地域を次のように変更する。

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」

※：建築基準法の規定による。

理由 都市計画道路の右折車線設置のための拡幅部の変更にあわせ、沿道の用途地域を変更する。

美里町・本庄市・

神川町・上里町

種 類 面 積
建築物の

容積率

建築物の

建蔽率

外壁の

後退距離

の限度

建築物の

敷地面積の

最低限度

建築物の

高さの

限度

備 考

第一種低層住居

専 用 地 域

小 計

約 27.2ha

約 11.0ha

約 38.2ha

8/10以下

10/10以下

4/10以下

5/10以下

－

－

－

－

10ｍ

10ｍ

約 3.6％

約 1.4％

約 5.0％

第一種中高層住居

専 用 地 域

小 計

約121.2ha

約121.2ha

20/10以下 6/10以下 － 約15.9％

約15.9％

第二種中高層住居

専 用 地 域

小 計

約 23.5ha

約 23.5ha

20/10以下 6/10以下 － 約 3.1％

約 3.1％

第一種住居地域

小 計

約258.9ha

約258.9ha

20/10以下 6/10以下 － 約33.9％

約33.9％

第二種住居地域

小 計

約 10.0ha

約 10.0ha

20/10以下 6/10以下 － 約 1.3％

約 1.3％

近 隣 商 業 地 域

小 計

約 21.2ha

約 21.2ha

20/10以下 8/10以下 － 約 2.8％

約 2.8％

商 業 地 域

小 計

約 7.1ha

約 7.1ha

40/10以下 (8/10以下)

※

－ 約 0.9％

約 0.9％

準 工 業 地 域

小 計

約160.6ha

約160.6ha

20/10以下 6/10以下 － 約21.0％

約21.0％

工 業 地 域

小 計

約 26.3ha

約 26.3ha

20/10以下 6/10以下 － 約 3.4％

約 3.4％

工 業 専 用 地 域

小 計

約 97.4ha

約 97.4ha

20/10以下 6/10以下 － 約12.7％

約12.7％

合 計 約764.4ha 100 ％

変更告示年月日

平成 年 月 日
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理 由 書

本理由書は、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定に基づき児玉

都市計画用途地域の変更（本庄市：八幡山地区）についての理由を示したものです。

Ⅰ．児玉都市計画区域における位置等

児玉都市計画区域は、都心から約８０ｋｍ圏、埼玉県の北西部に位置しています。

また、児玉都市計画区域に含まれる土地の区域は、美里町及び上里町の行政区域の全域並びに本

庄市及び神川町の行政区域の一部です。

本地区は、ＪＲ八高線児玉駅から西へ約０．６㎞の距離に位置し、都市計画道路３・４・３号役

場前通線沿道にある面積約６０㎡の地区です。

Ⅱ．変更の理由

本地区は、都市計画道路３・４・３号役場前通線の計画線から西側２５ｍのラインを用途地域の

境界としていますが、当該都市計画道路における右折車線設置のための拡幅部の変更にあわせ、次

のとおり用途地域を変更するものです。

（ ）内は、容積率／建蔽率

Ⅲ．変更内容

都市計画道路３・４・３号役場前通線の計画線から西側２５ｍのラインを用途地域の境界として

いますが、３・４・６号駅前通線との交差位置が変更となったことにより、右折車線設置のための

拡幅部に変更が生じたことから、現在、第一種中高層住居専用地域（２００／６０）の地区を第一

種住居地域（２００／６０）へ変更するものです。

Ⅳ．関連する都市計画

本地区の用途地域の変更は、以下の都市計画と同時に変更します。

都市計画道路の変更（本庄市決定）

新 旧

種 類 面 積 種 類 面 積

第一種住居地域

（２００／６０）

約 ０．０ha

（約６０㎡）

第一種中高層住居専用地域

（２００／６０）

約 ０．０ha

（約６０㎡）

合 計 約 ０．０ha

（約６０㎡）

合 計 約 ０．０ha

（約６０㎡）
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議案第３号　児玉都市計画用途地域の変更　総括図

25m
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議案第３号　児玉都市計画用途地域の変更　計画図(変更後)
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